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我が国の現状・課題と、解決に向けた道筋（循環経済先進国としての国家戦略）

環
境
制
約

へ
の
対
応

気温上昇・種の絶滅が加速

・ネット・ゼロ、ネイチャーポジティブとの統合的施策
（資源循環が約36％のGHG削減に貢献可能）

・廃棄物の適正処理の確保、有害廃棄物対策

・資源消費の最小化、廃棄物の発生抑制
・気候変動、生物多様性保全、環境汚染防止
等の同時解決（シナジー推進）
・環境負荷と経済成長の絶対的デカップリング

経
済
安
全
保
障
・

産
業
競
争
力
強
化

世界資源需要増で資源獲得競争
鉱物等資源の価格高騰と供給懸念

・輸入した鉱物・食料等の資源を最大限循環利用

・鉱物等の国内外一体的な資源循環を強化

・ライフサイクル全体で徹底的な資源循環の実現

・国内外一体の資源循環体制構築

バッテリー・自動車・包装材等で再
生材利用強化の動き

・環境配慮設計・高度な再資源化で再生材の利
用・供給拡大
・バリューチェーン循環性等の国際ルール形成主導

・製品・サービスの競争力を向上

・我が国の国際的なプレゼンスを向上

地
方
創
生
・

質
の
高
い
暮
ら
し

地域経済の縮小、人口減少・少子
高齢化、空き家・空き店舗等

・地域の特性を活かした資源循環システムの構築

・地方公共団体が連携協働を促進

・地場産業の振興や雇用創出、コミュニティの再
生など、地域課題の解決

・地域資源の特性を生かした魅力ある地域づくり

大量生産・大量消費・大量廃棄型
の社会からの脱却が必要

・再生材を利用した製品、リユース・リペア、食品ロ
ス・ファッションロス削減等でライフスタイルを転換

・多様な選択肢の中で行動・ライフスタイルを転
換し質の高い暮らしを実現

・

主な課題・背景 主な政策的対応 実現される将来像

◼ 資源循環への対応は、環境面のみならず、経済・社会面からも重要な社会的課題。

◼ 循環経済への移行に国家戦略として取り組み、環境制約、経済安全保障・産業競争力強化、地方創
生・質の高い暮らしの実現という様々な社会的課題を同時に解決。
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第五次循環基本計画（案）における国の取組

◆ 製品等のライフサイクル全体における温室効果ガスの低減に貢献
（資源循環が約36％のGHG削減に貢献可能）

◆ 天然資源消費量を抑制し地球規模の環境負荷低減

地方創生・質の高い暮らし
産業競争力強化・経済安全保障

カーボンニュートラル
ネイチャーポジティブ

政府全体で一体的に取り組み、「同心円」の考え方で循環経済への移行を実現

◆ 地域経済の活性化・魅力ある地域づくり
ライフスタイル転換

➢地域特性を活かした資源循環モデル創出や
ネットワーク形成を主導できる中核人材の育成

➢ レアメタルを含む小型家電等の回収率向上

➢ 「質」を重視した建設リサイクルの推進

➢農山漁村のバイオマス資源の徹底活用、
下水汚泥資源の肥料活用

➢長く使える住宅ストックの形成、インフラの
長寿命化の推進

➢ リユース・リペア等新たなビジネスの展開支援

➢食品ロス削減、サステナブルファッション推進、
使用済紙おむつのリサイクルへの支援

◆ ライフサイクル全体での徹底的な資源循環・再生材の利用拡大
（循環経済関連ビジネスの市場規模を2030年80兆円、2050年120兆円）

➢再資源化事業等高度化法の円滑な施行や産学官のプラットフォームの
活用による製造業・小売業等と廃棄物処理・リサイクル業の連携強化

➢廃棄物再資源化への機械化・AI導入等による高度化・供給拡大支援

➢太陽光パネルのリサイクル促進等に向けた制度的枠組み構築

➢国内外の資源循環ネットワーク拠点の構築や資源循環の拠点港湾の
選定・整備の推進

◆ 国際的な資源循環体制を構築することで資源制約を克服

➢ G7等の国際的な場において循環経済のルール形成をリード

➢ ASEAN諸国の電子スクラップの我が国での再資源化体制の構築

➢金属スクラップの不適正な国外流出を抑制

➢ ASEAN諸国等へ廃棄物管理・リサイクル分野の制度・技術等支援、
インフラ輸出の促進

➢ 循環型社会形成推進基本計画（循環基本計画）は、循環型社会形成推進基本法に基づく閣議決定
計画（概ね５年ごとに策定）。
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（参考）今回の改定のポイント：循環経済を国家戦略に

第二次計画(2008)

①低炭素社会、自然共生社会との統合
的な取組
②地域循環圏の構築
③国際的な循環型社会の構築

第三次計画(2013)

①リサイクルに加え、リデュース・リユース
にも着目した施策の強化

②東日本大震災への対応

第四次計画(2018)

環境的側面、経済的側面、社会的側
面の統合的向上

◼ 循環経済への移行を前面に打ち出す
◼ 気候変動や生物多様性保全といった環境面に加え、経済安全保障・産
業競争力強化・地方創生・質の高い暮らしの実現にも貢献

循環経済を将来世代の未来につなげる国家戦略に

第一次計画(2003)

循環利用率・資源生産性・最終処分
量の数値目標を設定
物質フロー※の考え方の導入

環境面に着目した施策の展開

経
済
・社
会
面
に
着
目
し
た
施
策
の
展
開

今回の計画（第五次計画）

※参考：我が国の物質フロー(2020年度)
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